
　コンビニエンスストアのマルチコピー機で接種証明
書が発行できるようになりました。毎日（午前６時
30分～午後11時）、土・日・休日など市の窓口が休
みでも交付できます。
　ただし、海外用の接種証明書を発行するためには、
パスポートナンバー等の情報が接種記録システム（Ｖ
ＲＳ）に記録されていないとコンビニ交付はできませ
ん。海外用をご利用の方は、事前に市の窓口やアプリ
で交付申請を行い、パスポート情報の登録を行ってく
ださい。

●交付に必要なもの
　マイナンバーカード（発行時、暗証番号が必要）
※発行前に自身で接種証明書の内容を確認していただ
きます。接種時に交付された接種済証などがあると、
内容の確認をスムーズに行うことができます。
●利用できるコンビニエンスストア
　�セブン-イレブン、セイコーマート、ハセガワスト
ア、道南ラルズ、タイエー（順次拡大予定）
●発行料
　120円（１通につき）
※印刷不良の場合を除き、発行後の返金は出来ません。

ワクチン接種証明書がコンビニでも発行できます

★新型コロナワクチン相談窓口☎71-８７８０★新型コロナワクチン相談窓口☎71-８７８０

新型�
コロナ 相談窓口からのお知らせ

ワクチン接種に関するよくあるお問い合わせ

インフルエンザワクチンは新型コロナワ
クチンと同時に接種できますか

できるだけ早く接種したいのですがワク
チンの枠に空きがありません

インフルエンザワクチンに関しては、間隔の規定を
廃止し、新型コロナワクチンとの接種間隔をあけず
に接種が可能となりました。なお、インフルエンザ
ワクチン以外のワクチンとの同時接種は、13日以
上の間隔をあけることとしていますので接種予約を
する際にご確認ください。

キャンセル待ち登録制度をご利用ください。接種枠
にしばしば突然のキャンセルが発生しています。キ
ャンセル枠があれば、紹介していますので相談窓口
までお問い合わせください。なお、接種枠は順次開
設していますので、市 や本庄市ＬＩＮＥ公式ア
カウントで開設日をご確認ください。
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みんなのみんなの健康ガイド健康ガイド
健やかで安心して暮らせるまちへ

　輸血に必要な血液製剤は、人工的に造れないうえ
に、長期間の保存もできません。輸血を待つ患者さ
んに安定して血液を届けるために、ご協力をお願い
します。
日�時　９月６日㈫　午前10時～11時45分、午後1
時～4時
会場　埼玉信用組合本店
対�象　16歳～69歳の方
※65歳～69歳の方は、60歳～64歳の間に献血を
したことがある方に限ります。
※疾病や服薬などにより、献血できない場合があり
ます。

種類　全血（400ml・200ml）
※400ml採血の基準を満たしている方は、ぜひ
400ml献血のご協力をお願いします。200ml献血
につきましては、必要量が集まり次第、終了とさせ
ていただく場合があります。
●新型コロナウイルス感染予防のためのお願い
　献血前に体温測定・手指消毒を実施しています。
また、味覚・嗅覚に違和感がある方は、献血をご遠
慮ください。
★健康推進課（保健センター内）☎24-２００３

　この制度は、重度の障害者が事前の手続きをする
ことで、医療機関を受診した際の保険診療医療費の
自己負担分が支給される制度です。
対象　市内に住所がある医療保険加入者で、次のい
ずれかに該当する方
①身体障害者手帳１級～３級を所持している方
②療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂを所持している方
③精神障害者保健福祉手帳１級を所持している方
④�高齢者の医療の確保に関する法律（後期高齢者医
療制度）による障害認定を受けた方
※65歳以上で新たに①～③に該当する方は対象外
です。
【既に受給者証をお持ちの方へ】
●受給者証の更新について　
　毎年10月１日に受給者証の更新を行います。前
年の受給者本人の所得で判定し、該当する方には9

月末までに更新後の受給者証を郵送します。
※一定以上の所得がある方は、支給が一旦停止とな
ります。
※平成31年１月１日以降の新規申請者（新規手帳
取得および転入者）は、１年ごとの更新となってい
ます。
●埼玉県内現物給付開始について
　10月１日から、窓口払いが不要（現物給付）と
なる対象地域が埼玉県全域へと拡大します。県内医
療機関を受診する際に、受給者証を提示することで
保険診療医療費の自己負担分の窓口払いが不要とな
ります。
※窓口払いが必要な場合もあります。詳しくは障害
福祉課（市役所１階）または支所市民福祉課（アス
ピアこだま１階）へ

重度心身障害者医療費支給制度重度心身障害者医療費支給制度
★障害福祉課☎25-1125・★障害福祉課☎25-1125・ 23-1963、支所市民福祉課☎72-１３３３23-1963、支所市民福祉課☎72-１３３３

献血に行こう
～救える命があります～
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